
日立労組 電機連合

最低保証賃金 推定生計費

18歳 162,000

20歳 167,000

25歳 180,000 199,401

26歳 183,100

27歳 186,200

28歳 189,300 303,612

29歳 192,400

30歳 195,500 311,897

31歳 198,600

32歳 201,700

33歳 204,800

34歳 207,900

35歳 211,000 421,141

36歳 214,100

37歳 217,200

38歳 220,300

39歳 223,400

40歳以上 227,000 460,988

45歳 - 495,124

50歳 - 584,096

55歳 - 385,436

年齢 日
立
関
連
職
場
で
２
０
１
９
年
春
闘
ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
め

た
結
果
、

「
困
っ
て
い
る
こ
と

・
不
安
な
こ
と
」
に
対
す
る

最
多
の
回
答
は
、
昨
年
に
引
き
続
き

「
低
賃
金
」
で
し
た
。

グ
ル
ー
プ
か
ら
の
切
り
離
し
、
非
正
規
労
働
者
の
増
加
、
残

業
規
制
の
強
化
等
の
影
響
で
、
賃
金
の
低
下
は
深
刻
で
す
。

生
活
に
必
要
な
月
額
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
３
万
円
以
上

の
回
答
者
は
76
％
で
、
増
額
の
加
重
平
均
は
３
万
５
４
０
２

円
で
し
た
。

日
立
労
組
が
要
求
し
て
い
る
３
千
円
と
い
う
額
は
、
職
場

の
声
を
反
映
し
た
額
と
は
到
底
言
え
ま
せ
ん
。

日
立
労
組
の
春
闘
要
求
に
年
齢
別
最
低
保
証
賃
金
が
あ
り

ま
す
が
、

「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
」
と
な
る
よ
う
な
賃
金
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
電
機
連
合
調
査
の

「
月
額
推
定
生
計
費
」

と
比
較
し
て
も
大
き
な
乖
離
が
あ
り
ま
す
。

職
場
で
は
成
果
主
義
の
深
化
に
よ
り
、
低
評
価
者
や
上
司

に
気
に
入
ら
れ
な
い
労
働
者
の
賃
金
は
急
速
に
下
げ
ら
れ
ま

す
。
職
場
で
働
き
労
働
組
合
に
加
盟
し
て
い
る
人
が
ま
と
も

に
生
活
で
き
る
賃
金
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
労
働
組
合
の
最

低
限
の
役
割
で
す
。

＊
左
表
の
、

「
日
立
労
組
最
低
保
証
賃
金
」
は
、
２
０
１
８

年
春
闘
結
果
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

「電
機
連
合
推
定
生
計
費
」

は
、
２
０
１
６
年
現
在
の
も
の
で
す
。
月
額
の
推
定
生
計
費

の
算
出
方
法
は
、

（
生
計
費
合
計
×
12
ヶ
月
）
÷

（
一
時
金

５
ヶ
月
と
し
て
17
ヶ
月
と
す
る
）

日
立
労
組
の
春
闘
要
求
で
は
、
本
給
改
定
額
が
下
位
評
価

（
Ｋ
４
、
Ｋ
５
）
は
、
改
定
額
ゼ
ロ
や
降
給

（
マ
イ
ナ
ス
）

の
要
求

（
２
０
１
８
春
闘
要
求
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
労
働

組
合
が
要
求
に
、
賃
下
げ

（
マ
イ
ナ
ス
）
を
掲
げ
る
の
は
、

す
べ
て
の
働
く
人
々
の
生
活
改
善
の
た
め
の
賃
上
げ
を
要
求

す
る
春
闘
の
目
的
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。
だ
れ
も
が
賃
上
げ

の
対
象
に
な
る
要
求
に
見
直
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
賃
金
が
本
給
レ
ン
ジ
の
上
限
に
な
る
と
評
価
が
良

く
て
も
賃
金
が
上
が
ら
な
い
欠
陥
を
持

っ
た
賃
金
制
度
を
見

直
し
、
全
て
の
本
給
レ
ン
ジ
で
賃
金
が
頭
打
ち
と
な
る
上
限

を
撤
廃
す
る
こ
と
も
職
場
の
大
き
な
要
求
で
す

最
低
賃
金
制
度
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
み
で

は
な
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
例

え
ば
最
低
賃
金
が
千
円
の
場
合
、
１
０
０
０
円
×
７
．
７
５

時
間
×
２
０
出
勤
日
＝
１
５
万
５
０
０
０
円
と
な
り
、
こ
の

金
額
を
下
回
る
月
給
は
違
法
に
な
り
ま
す
。

今
、
様
々
な
団
体
で
、
こ
の
最
低
賃
金
を
１
５
０
０
円
に

す
る
運
動
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
時
給
が
千
円
で

は
な
く
１
５
０
０
円
だ
っ
た
場
合
、
月
給
は
２
３
万
２
５
０

０
円
と
な
り
ま
す
。
こ
の
運
動
を
す
べ
て
の
職
場

・
労
働
者

へ
広
げ
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

日
立
で
請
負

・
派
遣
で
働
く
人
た
ち
の
時
給
は
本
当
に
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
労
働
組
合
が
賃
上
げ
を
勝

ち
取
っ
て
も
、
派
遣

・
請
負
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち

の
賃
金
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
立
で
働
く
、
派
遣

・

請
負
で
働
く
非
正
規
労
働
者
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
労
働
組
合

の
春
闘
要
求
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。日

立
の
２
０
１
８
年
３
月
期
決
算
で
は
、

内
部
留
保
を
前
年
か
ら
２
４
９
５
億
円
も

増
や
し
３
兆
２
５
６
３
億
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。

内
部
留
保
の
数
％

を
取
り
崩
し
て
、

働
く
す
べ
て
の
労

働
者
が
安
心
し
て

働
き
生
活
で
き
る

賃
金
に
引
き
上
げ

ま
し
ょ
う
。
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日 立 懇 ★もよりの連絡先
茨 城 090-8747-6239 (馬場)
茨 城 090-6142-6153 ( 堀 )
東 京 090-3534-8626 (谷口)
神奈川 080-5060-7728 (中村)
静 岡 090-9121-0602 (多田)
愛 知 090-4253-1217 (成木)
大 阪 06-6355-2905 ( 森 )

★ビラや情報をホームページで見られます。
ﾊﾟｿｺﾝ http://www.hitachikon.org

★仕事、生活の相談もお寄せください。

Eﾒｰﾙ:info@hitachikon.org

または、左記の「もよりの連絡先」へ

働 き が い の あ る 人 間 ら し い 仕 事 を

すべての働く者の賃金を引き上げよう
深
刻
化
す
る

「低
賃
金
」
の
不
安

三
分
の

一
超
の
労
働
者
が
悲
鳴

生活に必要な増額

日
立
で
働
く
だ
れ
も
に
賃
上
げ
を

困っていること

1
9
春
闘

1
８
春
闘

生
活
で
き
る
年
齢
別
最
賃
の
保
証
を

賃
下
げ
、
レ
ン
ジ
上
限
の
撤
廃
を

１９
春闘

（円）

最
低
賃
金
を
上
げ
よ
う
！

全
国
で
時
給
１
５
０
０
円
以
上
へ
！



日立労組の現行制度と改訂案（日立労組の提案に基づいて作成）

続柄 条件 金額 続柄 金額

子
子を扶養する場合、子の年齢・人数問わず
に支給 11,000

子
16,600

子以外

配偶者(事実上の配偶者を含む）及び３親

等以内の扶養親族のうち、４人を上限として
支給 子以外

介護
要支援１以上の介護認定された、配偶者
(事実上の配偶者を含む）または３親等以内

の親族を扶養する場合、人数を問わず支給

障がい
精神障害を含む障がい者認定された、配偶
者(事実上の配偶者を含む）又は３親等以内

の親族を扶養する場合、人数を問わず支給

(上記に該当しない場合、支給対象外）

子を扶養する場合、子の年齢・人数問わず支給(変
更なし）

条件

現行制度 改定案

「家族手当の支給条件及び支給対象者の見直

し」が会社提案されています。改定理由を会社

は、「家族手当を取巻く環境が変化し、ライフ

プランの選択が多様化している」としています。

しかし、組合の見解にあるように、「家族手

当は基準内賃金であり、生計費に組み込まれて」

います。会社提案では、事実上配偶者には手当

の支給がなくなるなど、現行からの切り下げが

発生するケースには問題があります。

「春闘アンケート」への意見では

＊子ども一人で、自分自身は働くことが難しい。

配偶者の手当がなくなるのは困る。

＊親を扶養しているが、要介護や障がい者では

ないので、手当支給がなくなってしまう。

＊妻はパートなので、生活費が減る。経過措

置くらいで済まない。

＊子どもを扶養するのに手厚くするのは良いが

（出生率）が全国平均１．５人で２人に満たな

いので減額になる人が多いのでは。

＊介護認定取得が、容易でないことや、家族の

プライバシーに関わることを理由に、申請をた

めらう人がいるのではないか。

＊介護認定や障がい者認定がないと、今まで手

当支給されていた人は対象外になる、

＊家族手当制度そのものがなくなって行くので

はないだろうか。

これらの意見を踏まえ、支給対象者の条件を

限定するのではなく、扶養者全員を対象に家族

手当を支給すべきではないでしょうか。

家
族
手
当
の
支
給
見
直
し
に
つ
い
て
。
意
図

は
理
解
す
る
が
、
専
業
主
婦
世
帯
へ
の
支
給
が

な
く
な
る
の
が
謎
。
子
ど
も
を
作
り
づ
ら
く
な

る
。

（
日
立

・
横
浜
）

男
性
の
育
休
取
得
に
つ
い
て
、
自
分
の
評
価

が
下
が
る
こ
と
を
心
配
し
て
現
場
で
は
制
度
利

用
が
増
え
な
い
。
そ
う
い
う
人
も
現
場
で
評
価

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
い
。

（
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ
）

年
収
や
家
賃
補
助
な
ど
で
、
親
会
社

（
Ｈ
Ｉ

Ｓ
Ｙ
Ｓ
）
と
の
格
差
が
大
き
い
こ
と
を
知
り
驚

い
た
。

（
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ
関
連
会
社
）

勤
怠
シ
ス
テ
ム
で
Ｐ
Ｃ
の
Ｏ
Ｎ
/
Ｏ
Ｆ
Ｆ
時

刻
が
参
考
情
報
と
し
て
表
示
さ
れ
る
が
、
勤
務

時
間
は
30
分
単
位

（休
日
は
1
時
間
単
位
）
で

自
己
申
告
と
な
っ
て
い
る
。
Ｐ
Ｃ
の
Ｏ
Ｎ
/
Ｏ

Ｆ
Ｆ
時
間
に
て
残
業
時
間
を
確
定
さ
せ
る
べ
き

だ
。

（
日
立
空
調
）

今
期
の
作
業
量
増
加
に
よ
り
残
業
が
増
加
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
勤
休
を
過
少
に
入
力
す

る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
勤
休
管
理
を
徹
底
し

て
欲
し
い
。

（
日
立

・
日
立
）

ボ
ー
ナ
ス
は
獲
得
月
数
が
増
え

て
も
上
が
ら
な
い
。
賃
上
げ
も

職
群
レ
ン
ジ
上
限
で
頭
打
ち
で

全
然
あ
が
ら
な
い
。
現
場
で

一
生
懸
命
働
い
て

い
る
の
に
処
遇
に
反
映
さ
れ
な
い
。

（
日
立

・
大
み
か
）

ス
イ
ス
の
Ａ
Ｂ
Ｂ
と
い
う
会
社
の
パ
ワ
ー
グ

リ
ッ
ド
部
門
を
買
収
し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｂ
は
世
界
上

位
の
シ
ェ
ア
を
誇
る
、
世
界
最
下
位
の
日
立

（
電
力
）
と

一
緒
に
な
っ
て
自
分
の
仕
事
が
ど

う
変
わ
る
か
想
像
出
来
な
い
、
む
し
ろ
日
本
の

事
業
所
が
不
用
に
な
る
の
で
は
と
仕
事
が
無
く

な
る
不
安
が
大
き
い
。

（
日
立

・
国
分
）

再
雇
用
の
条
件
が
、
単
身
赴
任
で
賃
金
半
額

で
は
生
活
で
き
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
再
雇
用
は

諦
め
ま
し
た
。

日
立
Ｂ
Ｓ
会
社
に
展
望
が
持
て

な
い
。

（
日
立
Ｂ
Ｓ
）

製
造
現
場
の
従
業
員
が
集
ま
ら
ず
に
困
っ
て

い
る
と
の
話
を
耳
に
す
る
。
原
因
と
し
て
は
、

労
働
環
境
が
き
つ
い
、
賃
金
が
低
い
な
ど
の
原

因
が
あ
る
と
思
う
。
改
善
に
取
り
組
ん
で
欲
し

い
。

（
日
立
Ｊ
Ｃ
空
調
）

賞
与
時
期
は
、
正
規
と
の
待
遇
格
差
を
強
く

感
じ
る
。
内
部
留
保
を
使
っ
て
非
正
規
の
待
遇

改
善
に
先
駆
け
て
取
り
組
ん
で
欲
し
い
。
そ
う

す
れ
ば
社
内

一
丸
と
な
り
、
又
良
い
人
材
が

（外
国
人
含
む
）
入
り
強
い
会
社
と
し
て
生
き

残
れ
る
と
思
い
ま
す
。

（
Ｈ
Ｂ
Ｓ
）

今
後
Ｕ
Ｍ
Ｃ
Ｈ
は
ど
う
な
っ
て

い
く
ん
で
し
ょ
う
か
？
ブ
ラ
ッ

ク
会
社
？
困
っ
て
い
ま
す

（
Ｕ
Ｍ
Ｃ
Ｈ
）

年
齢
に
対
し
基
本
給
が
低
過
ぎ

る
と
感
じ
る
。
手
取
り
が
18
万
以
下
と
な
る
と

か
な
り
苦
し
く
、
貯
金
を
す
る
余
裕
が
な
い
。

（
日
立
関
連
会
社
）

50
才
間
近
で
14
万
円
で
非
常
に
生
活
が
苦
し

い
。
長
生
き
に
前
向
き
に
な
れ
な
い
。
そ
の
上
、

上
司
の
パ
ワ
ハ
ラ
も
あ
り
精
神
的
に
つ
ら
い
。

（
日
立
関
連
会
社
）

労
働
時
間
管
理
が
Ｐ
Ｃ

の
Ｏ
Ｎ
/
Ｏ
Ｆ
Ｆ
で

管
理
さ
れ
て
い
る
。

（
日
立
Ｔ
Ｍ

・
旭
）

『～もう青年じゃない？？～』
最近、腰痛を患ってしまいました。まだ腰痛なんて自分の年齢

では早いと思っていただけに、若さを失ってしまったように思え

てしまいました。日常のちょっと動きにも痛みが走り、まるで肉体から「もっ

と大事に扱ってほしい」と言われているようです。これまで、若さに任せて粗末に扱

うのが当たり前だったので、その声に返す言葉もなく。最近はガッツも湧いてきませ

ん。肉体に続いて、精神の若さまで私は失ってしまったんでしょうか。こうやって人

は老いていくのでしょうか。肉体はともかく、精神はまだまだ若いとは思っているの

ですが。と思っていたらまた腰に痛み。「違う」と言われているように聞こえました。

投
稿
歓
迎

家族手当は扶養者全員に支給を

（円） （円）


